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飯田市こども若者まんなかプランの一部記載事項の変更について 
（飯田市乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）に関する記載の一部

変更） 

  
 子ども・子育て支援法において、市町村は、国が示す基本指針（以下「基本指針」とい

う）に即して、子ども・子育て支援事業計画を策定することとされており、飯田市では令和

７年３月に計画を設定している。基本指針について、以下の事項が改正されたため、飯田市

こども若者まんなかプランの一部記載事項の変更を行うもの。 

  

 基本指針の改正の内容 

  乳児等のための支援給付の創設に伴い、基本指針について次の改正が行われたため、令

和８年４月１日から適用。 

 (1)量の見込みと提供体制の確保の内容及びその実施時期。 

(2)乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制に関する事項。 

   

 

１ 飯田市こども若者まんなかプラン 一部記載事項の変更（案）について 

  （変更案は別紙の通り） 

 (1)量の見込みと提供体制の確保の内容及びその実施時期 

  ・量の見込みと提供体制の確保の内容については策定済み（飯田市こども若者まんなか

プラン（第５章 教育・保育および地域子ども・子育て支援事業の展開，p.127）に記載

済み。  

  ・事業区分の変更 「４ 地域子ども・子育て支援事業」から「５ 乳児等通園支援事

業」へ変更 

(2) 乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制に関する事項。 

・地域の教育・保育施設と連携し、乳児等通園支援事業の利用終了後の受入れ枠の確保

に努めるほか、乳児等通園支援事業者と教育・保育施設との間で情報を共有することが

できる体制を整備することについて追記。 

・乳児等通園支援事業が０歳６か月から満３歳児未満を対象とする事業であるため、各

事業者への積極的な働きかけなどにより、乳児等通園支援事業者と教育・保育施設の円

滑な連携・接続に取り組んむことについて追記。 

 

２ 今後のスケジュール 

  ２月 27日（火） 変更について県へ報告 

  

 

 

 

 



 

飯田市こども若者まんなかプラン 一部記載事項の変更（案） 

 

P127 

【削除】 

⑳ 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

   こども誰でも通園制度は、保護者の保育要件（就労等）を問わずに、月 10 時間まで時間

単位で保育園を利用できる制度です。 

   〈同掲載の表の削除〉 

 

P128 に追加 

【新規】 

５ 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

 (1) 乳児等通園支援事業の量の見込み及び確保の内容 

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子

育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化する

ため、0 歳 6 か月から満 3 歳未満の未就園児を対象に、月一定時間までの利用可能枠の中

で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる通園支援事業を実施します。 

■ 量の見込み及び確保の内容（人日／月） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 

 ０歳児（人） 10 10 10 9 9 

１歳児（人） 11 11 11 11 11 

２歳児（人） 9 8 7 8 8 

確保の内容 

 ０歳児（人） 10 10 10 9 9 

１歳児（人） 11 11 11 11 11 

２歳児（人） 9 8 7 8 8 

(2)乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に

関する体制の確保 

 ①地域の教育・保育施設と連携し、乳児等通園支援事業の利用終了後の受入れ枠の確保に努

めるほか、乳児等通園支援事業者と教育・保育施設との間で情報を共有することができる体

制を整備します。 

②乳児等通園支援事業が０歳６か月から満３歳児未満を対象とする事業であるため、各事

業者への積極的な働きかけなどにより、乳児等通園支援事業者と教育・保育施設の円滑な

連携・接続に取り組んでいきます。 

 

 








